
 

 

 

男女共同参画に関する職員意識調査報告書 
 

◇ 概 要 版 ◇ 

姫 路 市 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調 査 の 概 要 

本市では、全ての市民が人権尊重を基調

に、性や世代にとらわれることなく一人ひと

りの個性、資質、能力を認め合い、それらを

十分に発揮し、支え合って、暮らせる都市の

実現を目指す「姫路市男女共同参画プラン」

に基づき、さまざまな取組を進めています。 

本調査は、平成 25 年３月に策定した「姫

路市男女共同参画プラン 2022」の見直し及び

「後期実施計画」（平成 30 年度から平成 34

年度までの５年間）の策定に向けた基礎資料

とするために実施しました。 

この調査の一部をご紹介します。 

・回答は各質問の回答者数（Ｎ）を基数とし

た百分率（％）で示してあります。また、

小数点以下第２位を四捨五入しているた

め、内訳の合計が 100.0％にならない場合

があります。 

・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全

体に対してどのくらいの比率であるかと

いう見方になるため、回答比率の合計が

100.0％を超える場合があります。 

・クロス集計の場合、無回答を排除している

ため、クロス集計の有効回答数の合計と単

純集計（全体）の有効回答数が合致しない

ことがあります。 

性別は、「女性」の割合が 34.3％、「男性」の

割合が 65.5％となっています。 

年代は、「50歳以上」、「40～49歳」の割合

が、いずれも 31.5％と最も高く、次いで、「30

～39歳」の割合が 21.5％となっています。 

 

回 答 者 属 性 

性 別 

年 代 

○調査対象 姫路市のすべての一般職員 

(再任用を含む）及び臨時職員 

○調査方法 所属長を通じた調査票配布 

所属単位又は庁内ＬＡＮに

よる回答の回収 

○調査期間 平成28年２月１日～２月29日 

○配布数 4,500通 

○有効回答数 4,168通（有効回答率 92.6％） 

分 析 に お け る 留 意 点 

「男女共同参画社会」とは･･･ 

 

男性と女性が互いにその人権を

尊重し、喜びも責任も分かち合い

つつ、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮すること

ができる社会のことです。 

 

15.0 21.5 31.5 31.5 0.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50歳以上 無回答

34.3 65.5 0.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性 男性 無回答

N =

女性 1431

男性 2728 11.6

21.7

20.9

22.9

30.8

32.8

36.5

22.2

0.2

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

4168 15.0 21.5 31.5 31.5 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

4168 34.3 65.5 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

➋ 

 

④政治の場では

N =  4168

⑤地域活動の場では

⑥法律や制度の上では

①家庭生活では

②職場では

③学校教育の場では

⑦社会通念、 慣習・ し き たり

    では

⑧社会全体では
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各分野における男女の地位 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155

平成17年調査 1930

5.4

4.2

7.4

54.6

52.7

58.6

24.5

26.8

19.4

6.6

7.5

7.1

1.4

1.8

1.5

7.0

6.1

5.9

0.6

0.9

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇さ れている

どちら かと いえば男性の方が優遇さ れている

平等

どちら かと いえば女性の方が優遇さ れている

女性の方が非常に優遇さ れている

わから ない

無回答

男女平等と感じられている分野は、まだまだ少なく、今後も引き続き、男女共同参画推進に向けさらなる

啓発を進めるとともに、市役所が男女共同参画の模範となるよう、職員への教育や研修を行っていくこ

とで、男女間の不平等が生じる原因である固定的な性別役割分担意識を改善していくことが必要です。 

『男性優遇』の割合が「⑦社会通念、慣習・

しきたり」で最も高く、次いで「④政治の

場」、「⑧社会全体」となっています。また、

平等の割合が「③学校教育の場」で最も高く

なっています。 

21.07.815.0

37.126.08.6 46.539.726.2 59.254.6

43.147.471.8 20.634.351.9 16.824.5
7.87.7 2.66.61.90.71.4

4.4
7.95.37.0

0.4
0.70.60.40.6

11.6 8.0
3.14.5 1.2
2.8 1.9
0.70.7 8.5

7.67.412.8 0.50.90.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇さ れている

どちら かと いえば男性の方が優遇さ れている

平等

どちら かと いえば女性の方が優遇さ れている

女性の方が非常に優遇さ れている

わから ない

無回答

社会全体では ⑧ 

21.07.815.0

37.126.08.6 46.539.726.2 59.254.6

43.147.471.8 20.634.351.9 16.824.5
7.87.7 2.66.61.90.71.4

4.4
7.95.37.0

0.4
0.70.60.40.6

11.6 8.0
3.14.5 1.2
2.8 1.9
0.70.7 8.5

7.67.412.8 0.50.90.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇さ れている

どちら かと いえば男性の方が優遇さ れている

平等

どちら かと いえば女性の方が優遇さ れている

女性の方が非常に優遇さ れている

わから ない

無回答

『男性優遇』の割合は、平成 17 年

調査から平成 23 年調査では低くなり

ましたが、平成 28年調査では 60.0％

となっています。 

男女が社会のあらゆる分野に 
参画していくために重要なこと 

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155

平成17年調査 1930

8.9

8.5

38.9

43.0

14.0

15.4

14.1

13.3

5.7

6.6

11.6

8.8

4.4

3.7

7.6 45.4 10.8 15.8 5.5 7.9 4.6

0.6

2.4

2.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「男女にかかわる、さまざまな偏見、固定

的な社会通念、慣習・しきたりを改めるこ

と」の割合が 45.4％と最も高く、平成 23 年

調査と比較すると、その割合はさらに高く

なっています。 

性別でみると、「女性の就業、社会参加を

支援する施設やサービスの充実をはかるこ

と」の割合は男性に比べ、女性で 10ポイン

ト高くなっています。 

N =

女性 1431

男性 2728

7.3

7.7

44.7

45.9

10.9

10.7

22.9

12.1

6.1

5.2

4.0

10.0

1.5

6.2

2.6

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１ 男女共同参画の状況について 
 

7.6 45.4 10.8 15.8 5.5 7.9 4.6 2.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

法律や制度の上での見直し を行い、 女性差別につながるも のを改めるこ と

男女にかかわる、 さ まざまな偏見、 固定的な社会通念、 慣習・ し き たり を改めるこ と

女性自身が経済力をつけたり 知識・ 技術を習得し たり するなど、 積極的に力の向上をはかるこ と

女性の就業、 社会参加を支援する施設やサービスの充実をはかるこ と

政府や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・ 充実するこ と

わから ない

その他

無回答



 

➌ 

 

％

休業中、 担当業務の遂行に支障が

ないよう に措置するこ と が難し い

即戦力と なる代替要員の確保

が難し い

他の職員の負担が増える

休業するこ と で昇任・ 昇格な

どに不利になる

復帰後の職場や仕事の変化に

対応するこ と が難し い

利用するこ と に対する職場内

での理解が十分でない

休業するこ と で経済的に厳し

く なる

支障と なるこ と は特にない

わから ない

その他

無回答

45.3

39.1

64.4

6.9

17.8

15.9

22.6

2.1

3.8

1.5

1.0

48.8

39.0

67.6

7.8

18.4

15.0

20.4

2.9

2.6

1.0

0.4

47.9

42.1

68.7

10.6

22.0

19.6

24.8

2.6

3.9

0.4

0.5
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「他の職員の負担が増える」の割合が

64.4％と最も高く、次いで「休業中、担当業

務の遂行に支障がないように措置すること

が難しい」の割合が 45.3％、「即戦力となる

代替要員の確保が難しい」の割合が 39.1％

となっています。 

平成 17年調査、23 年調査と比較すると、

「他の職員の負担が増える」、「復帰後の職

場や仕事の変化に対応することが難しい」、

「休業することで昇任・昇格などに不利に

なる」の割合は徐々に減少しています。 

45.3

39.1

64.4

6.9

17.8

15.9

22.6

2.1

3.8

1.5

1.0

48.8

39.0

67.6

7.8

18.4

15.0

20.4

2.9

2.6

1.0

0.4

47.9

42.1

68.7

10.6

22.0

19.6

24.8

2.6

3.9

0.4

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年調査(N =  4168)

平成23年調査(N =  3155)

平成17年調査(N =  1930)

２ 職業生活について 
 

育児休業で、「利用したことはないが、必

要があれば今後利用したい」の割合が

53.6％と最も高く、次いで「利用したいが、

抵抗がある」の割合が 18.5％、「利用したこ

とがある」の割合が 13.1％となっています。 

平成 23年調査と比較すると、大きな差異

は認められず、平成 17年調査と比較すると、

「利用したくない」の割合が低くなってい

ます。 

介護休暇で、「利用したことはないが、必

要があれば今後利用したい」の割合が

74.6％と最も高く、次いで「利用したいが、

抵抗がある」の割合が 16.8％となっていま

す。 

平成 17 年調査、平成 23 年調査と比較す

ると、大きな差異は認められません。 

育児休業 

13.1 53.6 18.5 10.0 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用し たこ と がある

利用し たこ と はないが、 必要があれば今後利用し たい

利用し たいが、 抵抗がある

利用し たく ない

無回答

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155

平成17年調査 1930

14.7

12.0

50.0

52.3

18.9

16.8

11.6

15.0

4.8

13.1 53.6 18.5 10.0

4.0

4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護休暇 

13.1 53.6 18.5 10.0 4.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用し たこ と がある

利用し たこ と はないが、 必要があれば今後利用し たい

利用し たいが、 抵抗がある

利用し たく ない

無回答

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155

平成17年調査 1930

72.0

73.5

17.5

16.9

6.8

7.6

1.7

1.6

0.8

74.6 16.8 4.9 2.0

1.2

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業・介護休暇制度の 
利用について 

育児休業・介護休暇制度を 
利用する上での支障 

育児休業・介護休暇制度の利用意向は高いものの、「他の職員の負担が増える」、「休業中、担当業務の遂

行に支障がないように措置することが難しい」、「即戦力となる代替要員の確保が難しい」といったこと

が利用上の支障となっているため、代替要員の確保ができる体制の確立や職場復帰をスムーズに行える

ような職場の環境を整えていくことが重要です。 



 

❹ 

 

％

職業人と し て自覚をも つこ と

仕事に必要な職業能力を身につけるこ と

「 男は仕事、 女は家庭」 と いう 従来の社会通念

が変わるこ と

採用、 職場配置、 研修などにおいて、 男女の

機会均等が確保さ れるこ と

能力や実績に応じ た評価

（ 給料面を含む） がなさ れるこ と

男女共に育児休業が取り やすく なるこ と

男女共に介護休業が取り やすく なるこ と

結婚、 出産などにより いっ たん退職し た人が

同じ 企業に再び雇用さ れるよう になるこ と

長時間労働の是正

わから ない

その他

無回答

28.8

24.8

30.0

21.4

22.8

29.5

17.6

20.2

16.7

4.9

31.6

27.3

29.9

24.2

24.0

20.3

19.2

1.5

0.9

41.1

32.4

34.5

27.9

31.0

17.9

21.7

4.2

1.0

2.2

0.7

32.5

5.4

－

25.6

0.3

－

0 10 20 30 40 50

⑪全体と し て

⑩出張・ 会議参加の機会

⑦労働時間（ 時間外勤務、

　 休日出勤など）

⑧有給休暇の取得し やすさ

⑨研修や教育訓練の機会

④能力発揮の機会

N =  4168

⑤仕事の内容

⑥雑務（ お茶く み、 掃除、

　 コ ピー取り など） の分担

①募集・ 採用

②昇任・ 昇格

③能力評価

18.0

31.1

19.3

26.5

18.0

33.3

5.0

5.2

10.9

23.4

66.1

48.2

61.0

57.3

51.5

44.7

56.6

71.1

83.3

74.2

58.2

10.5

10.1

9.4

8.6

8.9

10.9

10.8

6.9

4.7

1.2

0.9

0.5

0.4

0.8

2.5

2.8

2.6

2.3

1.9

4.6

14.5

22.6

13.4

2.1

1.0

3.1

2.5

1.5

1.9

2.8

0.9

0.3

0.3

1.0

0.6

0.3

0.6

0.7

2.3

4.8

2.6

13.0

10.7

11.8

11.3

0.9

0.7

0.7

0.9

0.8

0.8

1.1

0.8

0.9

0.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女がともに職業人として能力を
発揮し、継続して勤務するために
重要なこと 

姫路市における女性職員の職域
拡大・登用の現状について 

「現状では不十分であり、もっと職域拡

大・登用をすすめるべきである」の割合が

32.4％と最も高くなっており、特に男性に比

べ、女性で割合が高くなっています。 

平成 17年調査と比較すると、「現状で十分

である」の割合が低くなっています。 

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155

平成17年調査 1930

14.9

20.7

22.4

19.6

32.4

31.2

24.7

27.0

4.9

14.8 23.2 32.4 24.1

1.2

4.9

0.3

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

女性 1431

男性 2728 16.2

12.2

24.5

20.8

30.2

36.6

22.8

26.3

5.7

3.4

0.5

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

「「男は仕事、女は家庭」という従来の社

会通念が変わること」の割合が 30.0％と最

も高く、次いで「男女共に育児休業が取りや

すくなること」の割合が 29.5％、「職業人と

して自覚をもつこと」の割合が 28.8％とな

っています。 

平成 17年調査と比較すると、「職業人とし

て自覚をもつこと」、「仕事に必要な職業能力

を身につけること」の割合が低くなっていま

す。 

45.3

39.1

64.4

6.9

17.8

15.9

22.6

2.1

3.8

1.5

1.0

48.8

39.0

67.6

7.8

18.4

15.0

20.4

2.9

2.6

1.0

0.4

47.9

42.1

68.7

10.6

22.0

19.6

24.8

2.6

3.9

0.4

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年調査(N =  4168)

平成23年調査(N =  3155)

平成17年調査(N =  1930)
本市における女性職員の職域拡大・登用につ

いて、「現状では不十分」と考える人が多く、

女性が働きやすくするために、家事・育児な

どの仕事の固定的な役割分担意識の解消を図

り、育児・介護などの社会的条件の支援を充

実していくことや、個人の資質や能力に応じ

た役割分担と評価がされるように引き続き取

組を行っていくことが必要です。 

14.8 23.2 32.4 24.1 4.9 0.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状で十分である 現状では不十分だが、 やむを得ない

現状では不十分であり 、 も っ と 職域拡大・ 登用をすすめるべきである わから ない

その他 無回答

14.8 23.2 32.4 24.1 4.9 0.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状で十分である 現状では不十分だが、 やむを得ない

現状では不十分であり 、 も っ と 職域拡大・ 登用をすすめるべきである わから ない

その他 無回答

『男性優遇』の割合が「⑥雑務（お茶くみ、

掃除、コピー取りなど）の分担」で最も高く、

次いで「②昇任・昇格」、「④能力発揮の機会」

となっています。また、平等の割合が「⑨研

修や教育訓練の機会」で最も高くなっていま

す。 

 

 

31.1
26.5

33.3

66.1 48.261.0 57.351.5 44.756.6 71.1 83.374.2

13.4 3.122.6 14.5 1.02.1
1.04.8 2.60.30.3

10.5

10.19.48.68.910.9

0.8
1.10.80.80.90.70.7

10.511.813.010.711.310.19.48.68.910.9

2.5 1.5
1.92.80.6 0.3

0.60.7
2.3

13.0 10.7
11.8
11.3 0.90.90.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が非常に優遇さ れている どちら かと いえば男性の方が優遇さ れている

平等 どちら かと いえば女性の方が優遇さ れている

女性の方が非常に優遇さ れている わから ない

無回答

仕事に関する男女の差 

２ 職業生活について（続き） 
 



 

➎ 

 

結婚、家庭に関する考え 

 

④洗濯

N =  4168

⑤育児・ し つけ

⑥看護・ 介護

①食事のし たく

②食事の後かたづけ、 食器洗い

③掃除

31.1

11.9

11.4

20.9

6.7

4.6

41.6

44.5

44.9

47.5

70.8

60.8 27.4

4.5

3.6

4.7

5.9

0.7

1.1

2.0

2.4

0.6

0.1

0.5

0.1

0.1

0.1

16.8

31.9

21.2

24.0

36.0

1.0

0.3

0.2

0.4

0.4

0.3

4.2

4.0

4.4

0.9

0.7

0.8

0.8

0.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

④洗濯

N =  2958

⑤育児・ し つけ

⑥看護・ 介護

①食事のし たく

②食事の後かたづけ、 食器洗い

③掃除

75.1

53.9

52.6

61.9

30.3

24.8

14.6

26.3

30.5

23.5

51.9

37.8

8.1

24.3

6.9

6.7

9.5

2.6

1.4

1.9

0.2

0.1

0.2

0.1

5.0

6.4

3.1

3.3

6.8

6.4

0.4

1.0

1.4

0.7

1.9

1.4

1.3

1.3

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.7

2.9

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭内の仕事分担の理想と実際 
との比較 

結婚、家庭に関する考えについて、そ

れぞれの家庭の希望に合った生活を送れ

るよう、固定的性別役割分担意識にとら

われることがないように意識啓発を行っ

ていくことが必要です。 

また、家庭内の仕事において、理想は

「夫妻とも同じくらい」の割合が高くな

っていますが、実際には女性の負担が多

くなっています。庁内において、男性も

家庭内の仕事に携わることができるよう

に、柔軟な働き方を支援していくことが

必要です。 

『賛成派』の割合は「①結婚は個人の自由

であるから、結婚してもしなくてもどちら

でもよい」で最も高く、『反対派』の割合は

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ

る」で最も高くなっています。 

平成 23年調査と比較すると、「夫は外で働

き、妻は家庭を守るべきである」で『反対派』

の割合が高くなっている一方で、「女性は結

婚したら、自分自身のことより、夫や子ども

など家族を中心に考えて生活した方がよ

い」でも『反対派』の割合が高くなっていま

す。 
平成 23年調査 

④結婚し ても 必ずし も 子ども をも つ

　 必要はない

N =  4168

⑤結婚し ても 相手に満足でき ない

　 と き は離婚すればよい

①結婚は個人の自由であるから 、

　 結婚し ても し なく ても どちら

　 でも よい

②夫は外で働き 、 妻は家庭を守る

　 べき である

③女性は結婚し たら 、 自分自身の

　 こ と より 、 夫や子ども など家族

　 を中心に考えて生活し た方がよい

24.3

18.7

20.2

19.4

28.4

14.3

28.6

31.4

24.1

22.2 7.1

48.0

21.2

26.2

3.3

2.6

33.2

5.4

11.8

27.8

20.5

16.4

7.6

17.7

16.6

0.5

0.7

0.6

0.8

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

48.0
2.6
3.3

26.2
21.2

24.3
18.7
20.2

19.4
28.4

14.3
28.6

31.4
24.1

22.2 7.1

0.5
33.2

5.4

11.8
27.8

20.5

16.4
7.6

17.7
16.6

0.7

0.6
0.8
0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

賛成 どちら かと いえば賛成

どちら かと いえば反対 反対
わから ない 無回答

④結婚し ても 必ずし も 子ども をも つ

　 必要はない

N =  3155

⑤結婚し ても 相手に満足でき ない

　 と き は離婚すればよい

①結婚は個人の自由であるから 、

　 結婚し ても し なく ても どちら

　 でも よい

②夫は外で働き 、 妻は家庭を守る

　 べき である

③女性は結婚し たら 、 自分自身の

　 こ と より 、 夫や子ども など家族

　 を中心に考えて生活し た方がよい

23.2

20.8

22.7

18.5

27.4

13.6

28.8

31.6

24.9

22.3 7.521.6

26.7

51.1

4.5

3.6

28.7

4.6

12.8

24.4

20.4

17.3

6.8

16.2

15.9

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

理 想 

実 際 

理想は、すべての項目で「夫妻とも同じく

らい」の割合が高くなっています。「妻」の

割合が高い項目は、「①食事のしたく」、「④

洗濯」となっています。 

実際では、「妻」の割合が、「①食事のした

く」で最も高く、次いで、「④洗濯」、「②食

事の後かたづけ、食器洗い」となっていま

す。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.65.92.42.01.10.7

31.111.911.420.96.74.6

41.644.544.9 47.570.860.8 0.1 27.4

0.3

1.0

4.5

3.64.7

0.60.60.80.80.70.9
0.1 0.1

0.10.5 36.0 24.0
21.231.9

16.8
0.30.4
0.4
0.24.44.04.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

夫 妻 夫妻と も 同じ く ら い

子ども 家族全員 その他の人

わから ない 無回答

３ 結婚、家庭生活と男女の役割について 
 



 

➏ 

 

39.8
56.1

43.9
57.9

18.2
14.7

31.8
44.6

5.8
5.0
4.2

0.6

35.2
53.1

41.0
54.8

17.7
15.7

32.6
42.9

6.2
4.1
2.71.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年調査(N =  4168)

平成23年調査(N =  3155)

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

有
効
回
答
数
（
件
） 

残
業
を
減
ら
す
よ
う
に
す
る 

年
次
有
給
休
暇
を
し
っ
か
り
と
る 

仕
事
の
段
取
り
を
工
夫
す
る 

効
率
よ
く
仕
事
を
す
る 

家
事
能
力
を
高
め
る 

自
己
啓
発
、
能
力
向
上
の
た
め
の
取
組

を
行
う 

興
味
を
持
て
る
活
動
（
学
習
・
趣
味
・
ス

ポ
ー
ツ
）
を
探
す 

自
分
の
た
め
の
時
間
を
と
る 

地
域
活
動
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
に
参
加
す
る 

消
費
者
と
し
て
企
業
や
商
店
に
過
剰
な

サ
ー
ビ
ス
を
求
め
な
い 

そ
の
他 

無
回
答 

女性 1431  48.7  56.5  52.8  67.3  24.7  14.3  29.4  56.2  4.1  4.6  2.6  0.4  

男性 2728  35.2  56.0  39.4  53.0  14.8  15.0  33.1  38.6  6.7  5.2  5.1  0.7  

仕事、家庭生活、地域・個人の生活の優先

度の理想と現実が一致していない状況がう

かがえます。ワーク・ライフ・バランスの実

現のために、自分のための時間を取れるよう

な体制を整えていくとともに、効率よく仕事

をし、残業を減らすようにしていくことが必

要です。 

理想は、女性で「仕事と家庭生活と地域・個人の

生活をともに優先」の割合が 42.4％と最も高く、

男性で「仕事と家庭生活をともに優先」の割合が

30.2％と最も高くなっていますが、現実で、男女

ともに「仕事を優先」の割合が最も高く、４割台と

なっています。 

理 想 

現 実 

仕事、家庭生活、地域・個人の 
生活の優先度の理想と現実 

ワーク・ライフ・バランス 
実現のための工夫 

％

残業を減ら すよう にする

年次有給休暇をし っ かり と

る

仕事の段取り を工夫する

効率よく 仕事をする

家事能力を高める

自己啓発、 能力向上のため

の取組を行う

興味を持てる活動（ 学習・

趣味・ スポーツ） を探す

自分のための時間をと る

地域活動、 Ｎ Ｐ Ｏ 活動に参

加する

消費者と し て企業や商店に

過剰なサービスを求めない

その他

無回答

39.8

56.1

43.9

57.9

18.2

14.7

31.8

44.6

5.8

5.0

4.2

0.6

35.2

53.1

41.0

54.8

17.7

15.7

32.6

42.9

6.2

4.1

2.7

1.2

0 10 20 30 40 50 60 70

「効率よく仕事をする」の割合が 57.9％と最も

高く、次いで「年次有給休暇をしっかりとる」の割

合が 56.1％、「自分のための時間をとる」の割合が

44.6％となっています。 

性別でみると、男性に比べ、女性で「残業を減ら

すようにする」、「仕事の段取りを工夫する」、「効

率よく仕事をする」、「家事能力を高める」、「自分

のための時間をとる」の割合が高くなっています。 

４ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）について 
 

問14　（１）理　想

19.2 30.2 8.6 30.0 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.83.2 12.6 19.21.5 2.1 30.7 30.2 2.7 2.57.0 8.6 42.430.0 1.93.40.30.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事を優先

家庭生活を優先

地域・ 個人の生活を優先

仕事と 家庭生活をと も に優先

仕事と 地域・ 個人の生活をと も に優先

家庭生活と 地域・ 個人の生活をと も に優先

仕事と 家庭生活と 地域・ 個人の生活をと も に優先

わから ない

無回答

N =

女性 1431

男性 2728

0.8

3.2

12.6

19.2

1.5

2.1

30.7

30.2

2.7

2.5

7.0

8.6

42.4

30.0

1.9

3.4

0.3

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.83.2 12.6 19.21.5 2.1 30.7 30.2 2.7 2.57.0 8.6 42.430.0 1.93.40.30.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕事を優先

家庭生活を優先

地域・ 個人の生活を優先

仕事と 家庭生活をと も に優先

仕事と 地域・ 個人の生活をと も に優先

家庭生活と 地域・ 個人の生活をと も に優先

仕事と 家庭生活と 地域・ 個人の生活をと も に優先

わから ない

無回答

N =

女性 1431

男性 2728 42.4

45.6

7.0

6.6

1.9

0.8

26.7

30.0

5.0

4.7

1.8

0.6

9.1

6.0

5.5

5.5

0.6

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

45.642.4 6.67.0 0.81.9 30.026.7 4.75.0 0.61.8 6.09.1 5.55.50.30.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

「 仕事」 を優先
「 家庭生活」 を優先
「 地域・ 個人の生活」 を優先
「 仕事」 と 「 家庭生活」 をと も に優先
「 仕事」 と 「 地域・ 個人の生活」 をと も に優先
「 家庭生活」 と 「 地域・ 個人の生活」 をと も に優先
「 仕事」 と 「 家庭生活」 と 「 地域・ 個人の生活」 をと も に優先
わから ない
無回答



 

➐ 

 

％

自分が直接経験し たこ と がある

友人や職場の仲間など自分のまわり に経験

し た（ し ている） 人がいる

一般的な知識と し て知っ ている

く わし く はわから ないが、 言葉と し て

は聞いたこ と がある

セク シュ アル・ ハラ スメ ント に関するチラ

シやパンフ レッ ト などを見たこ と がある

全く 知ら ない

無回答

10.2

71.3

12.8

23.8

5.5

19.9

71.0

13.0

28.5

6.3

23.8

17.8

33.9

4.5

1.3

20.8

1.0

7.5

1.0

8.0

74.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

「地位や権限を利用して、性的な関係を

迫ること」の割合が 88.8％と最も高くなっ

ています。 

平成 17 年調査と比較すると、「結婚予定

や出産予定をたびたび聞くこと」、「「男の

子」「女の子」「おじさん」「おばさん」など

と人格を認めないような呼び方をするこ

と」の割合が 10ポイント以上高くなってい

ます。 

セクシュアル・ハラスメント 
だと思うこと 

セクシュアル・ハラスメントの
経験や見聞きについて 

「自分が直接経験したことがある」の割

合は１割、「友人や職場の仲間など自分のま

わりに経験した（している）人がいる」の割

合は２割で、ともに平成 23 年調査と比較す

ると高くなっています。 

 

45.3

39.1

64.4

6.9

17.8

15.9

22.6

2.1

3.8

1.5

1.0

48.8

39.0

67.6

7.8

18.4

15.0

20.4

2.9

2.6

1.0

0.4

47.9

42.1

68.7

10.6

22.0

19.6

24.8

2.6

3.9

0.4

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年調査(N =  4168)

平成23年調査(N =  3155)

平成17年調査(N =  1930)

45.3

39.1

64.4

6.9

17.8

15.9

22.6

2.1

3.8

1.5

1.0

48.8

39.0

67.6

7.8

18.4

15.0

20.4

2.9

2.6

1.0

0.4

47.9

42.1

68.7

10.6

22.0

19.6

24.8

2.6

3.9

0.4

0.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

平成28年調査(N =  4168)

平成23年調査(N =  3155)

平成17年調査(N =  1930)

※「「男の子」｢女の子｣「おじさん」｢おばさん｣などと人格を認めないような呼び方をする

こと」は、平成 23年調査、平成 17年調査では「女性に対して「○○ちゃん」「女の子」

「おばさん」などと呼ぶこと」でした。 

メディアにおける性・暴力 
表現について 

『問題あり派』の割合が 57.9％、『問題な

し派』の割合が 22.8％となっています。 

平成 23 年調査と比較すると、『問題あり

派』の割合が低くなっています。 

性別でみると、『問題あり派』の割合は男

性に比べ、女性で高くなっており、逆に『問

題なし派』の割合は女性に比べ、男性で高く

なっています。 

 

N =

平成28年調査 4168

平成23年調査 3155 28.2 35.1 12.5 8.2 14.7

24.4 33.5 13.9 8.9 17.8

1.3

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24.4 33.5 13.9 8.9 17.8 1.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題があると 思う
どちら かと いえば問題があると 思う
どちら かと いえば問題はないと 思う
問題はないと 思う
わから ない
無回答

N =

女性 1431

男性 2728

27.7

22.7

37.9

31.2

11.0

15.5

2.9

12.1

19.4

16.9

1.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

27.722.7 37.931.2 11.015.5 2.912.1 19.416.9 1.11.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題があると 思う
どちら かと いえば問題があると 思う
どちら かと いえば問題はないと 思う
問題はないと 思う
わから ない
無回答

24.4 33.5 13.9 8.9 17.8 1.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

問題があると 思う

どちら かと いえば問題があると 思う

どちら かと いえば問題はないと 思う

問題はないと 思う

わから ない

無回答

セクシュアル・ハラスメントに対する認

識は、さわる、抱きつくなど直接的な行

為の方が高くなっています。また、本人

や周りの人が経験したことがある割合

は平成23年調査と比較して高くなって

います。 

メディアにおける表現について、『問題

あり派』の割合は男性に比べ、女性で高

くなっています。平成 23 年調査と比較

して『問題あり派』の割合は低くなって

いますが、まだ５割以上あり、男女共同

参画の視点に立って適切な表現をして

いくことが必要です。 

５ 人権について 
 

％

地位や権限を利用し て、 性的な関係を

迫るこ と

さ わる、 抱き つく など肉体的接触をする

こ と

性的冗談や質問、 ひやかし などの言葉を

かけるこ と

「 女のく せに」 「 男のく せに」 などの言

葉をかけるこ と

宴席で、 お酌、 デュ エッ ト 、 ダンスなど

を強要するこ と

女性だけにお茶く みや掃除を強要する

こ と

男性だけに力仕事を強要するこ と

結婚予定や出産予定をたびたび聞く こ と

目につき やすい所に、 ヌ ード 写真・ ポスタ ーな

どを置いておく こ と

「 男の子」 ｢女の子｣「 おじ さ ん」 ｢おばさ ん｣

などと 人格を認めないよう な呼び方をするこ と

わから ない

その他

無回答

88.8

87.7

63.4

71.6

57.8

33.3

55.3

70.9

31.6

2.3

0.5

75.8

70.0

69.3

2.5

1.2

45.1

66.2

1.2

0.6

1.9

77.9

0.7

89.2

90.8

－

－

－

47.9

23.6

3.0

71.6

77.7

89.9

91.0

16.9

－

－

－
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姫路市男女共同参画推進センター『あいめっせ』では、男
女共同参画について理解を深められるように、男女共同参
画に関する学習・活動の機会や情報を提供しています。 
是非ご利用ください。 

www.city.himeji.hyogo.jp/i-messae/ 

男女共同参画に関する職員意識調査報告書（概要版） 
 

平成 28年 11月 

発行 姫路市男女共同参画推進課 

〒670-0012 姫路市本町 68番地 290 イーグレひめじ３階 

（あいめっせ内） 

ＴＥＬ：079-287-0803 ＦＡＸ：079-287-0805 

http://www.city.himeji.lg.jp/s30/2870803 

男女共同参画関連事項の認知度 

「内容まで知っている」の割合が最も高いのは、「⑪ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」で

「知らない」の割合が最も高いのは、「⑩リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康／権

利）」でした。 

平成 23年調査と比較すると、「⑪ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」で「内容まで知ってい

る」の割合が 16ポイント高くなっています。 

 

⑮姫路市職員男女共同参画率先

　 行動計画

⑯配偶者暴力相談支援センタ ー

⑪ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス

　 （ 仕事と 生活の調和）

⑫メ ディ ア・ リ テラ シー（ メ ディ アから

　 の情報を読み解く 能力）

⑬姫路市男女共同参画プラ ン

⑭姫路市男女平等に関する

　 表現指針

④女性の職業生活における活躍の推進に

　 関する法律（ 女性活躍推進法）

N =  4168

⑤育児・ 介護休業法

⑥配偶者から の暴力の防止及び被害者の

　 保護等に関する法律(Ｄ Ｖ 防止法)

①男女共同参画社会

②男女共同参画社会基本法

③男女雇用機会均等法

⑩リ プロダク ティ ブ・ ヘルス／ラ イ ツ

　 （ 性と 生殖に関する健康／権利）

⑦デート Ｄ Ｖ (恋人同士など結婚し ていな

　 い男女間での体,言葉,態度による暴力)

⑧ポジティ ブ・ アク ショ ン

 （ 積極的改善措置）

⑨ジェ ンダー（ 社会的・ 文化的

　 につく ら れた性別）

70.8

64.3

73.1

44.0

68.0

73.1

56.9

28.8

52.0

20.0

50.8

37.4

65.9

50.4

46.0

48.8

8.2

25.1

4.8

48.9

11.1

8.3

23.3

64.6

24.9

73.0

10.9

46.7

14.4

37.2

42.2

39.4

2.9

2.5

2.9

17.1

6.4

18.1

16.6

14.6

15.9

19.1

34.4

11.7

15.8

8.5

8.0

7.8 4.0

3.9

3.9

3.8

4.2

4.0

4.1

4.0

4.1

3.8

4.0

4.3

4.1

3.9

4.2

4.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17.16.4 18.12.9 16.614.615.92.5 19.12.9

70.864.3 73.144.0 68.073.156.928.8 52.020.0

8.225.1 4.848.9 11.18.323.364.6 24.973.0

4.34.03.84.14.04.1

4.13.9
4.24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容まで知っ ている 見聞き し たこ と はある

知ら ない 無回答

17.16.4 18.12.9 16.614.615.92.5 19.12.9

70.864.3 73.144.0 68.073.156.928.8 52.020.0

8.225.1 4.848.9 11.18.323.364.6 24.973.0

4.34.03.84.14.04.1

4.13.9
4.24.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

内容まで知っ ている 見聞き し たこ と はある

知ら ない 無回答
平成 28年調査 平成 23年調査 

平成 23 年調査と比較すると、男女共同参画関連事項について、認知度は向上しているものの、「内容ま

で知っている」の割合は、決して高くありません。また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律」、「ポジティブ・アクション」、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」など、「内容まで知っている」

の割合が５％にも満たない項目もあり、男女共同参画の推進に向け、職員に対する教育や研修を行ってい

くことが必要です。 

⑩リ プロダク ティ ブ・ ヘルス／ラ イ ツ

　 （ 性と 生殖に関する健康／権利）

⑦デート Ｄ Ｖ (恋人同士など結婚し ていな

　 い男女間での体,言葉,態度による暴力)

⑧ポジティ ブ・ アク ショ ン

 （ 積極的改善措置）

⑨ジェ ンダー（ 社会的・ 文化的

 　 につく ら れた性別）

④女性の職業生活における活躍の推進に

　 関する法律（ 女性活躍推進法）

N =  3155

⑤育児・ 介護休業法

⑥配偶者から の暴力の防止及び被害者の

　 保護等に関する法律（ Ｄ Ｖ 防止法）

①男女共同参画社会

②男女共同参画社会基本法

③男女雇用機会均等法

⑮姫路市職員男女共同参画率先

　 行動計画

⑯配偶者暴力相談支援センタ ー

⑪ワーク ・ ラ イ フ ・ バラ ンス

　 （ 仕事と 生活の調和）

⑫メ ディ ア・ リ テラ シー（ メ ディ アから

　 の情報を読み解く 能力）

⑬姫路市男女共同参画プラ ン

⑭姫路市男女平等に関する

　 表現指針

68.5

59.4

73.1

69.6

75.5

57.4

25.9

47.8

18.6

53.4

30.6

66.5

48.6

43.3

41.8

11.8

30.8

4.1

8.4

6.8

24.9

67.0

29.8

74.1

23.5

56.6

17.3

39.2

47.2

50.4

4.5

4.5

4.6

5.0

4.6

4.7

4.8

5.0

4.6

4.6

4.7

4.7

2.2

2.6

3.2

15.2

5.2

18.4

17.6

13.2

13.1

17.9

18.3

7.9

11.7

7.6

4.8

4.6

4.6

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6 男女共同参画に関する施策などについて 
 


